
平成２６年 ２ 月２１日提出 

 

   市道の認定について 

 

 市道を次のように認定する。 

 

熊本市長  幸 山 政 史 

 

起      点 
議案番号 路 線 名 

終      点 

重要な 

経過地 

西区蓮台寺２丁目８２７番８ 地先 
議第 ７５ 号 

蓮台寺２丁目 

第１号線 西区蓮台寺２丁目８２７番１５ 地先 
 

北区八景水谷２丁目４４３番４ 地先 
議第 ７６ 号 

八景水谷２丁

目清水東町 

 第１号線 北区清水東町４３７番２ 地先 
 

東区佐土原３丁目４７１番１ 地先 
議第 ７７ 号 

佐土原３丁目 

第３号線 東区佐土原３丁目４５２番 地先 
 

東区佐土原３丁目４５４番４４ 地先 
議第 ７８ 号 

佐土原３丁目 

第４号線 東区佐土原３丁目４５４番７ 地先 
 

東区佐土原３丁目４５４番３９ 地先 
議第 ７９ 号 

佐土原３丁目 

第５号線 東区佐土原３丁目４５４番２７ 地先 
 

東区佐土原３丁目４５４番１６ 地先 
議第 ８０ 号 

佐土原３丁目 

第６号線 東区佐土原３丁目４５４番３２ 地先 
 

東区佐土原３丁目４５４番４８ 地先 
議第 ８１ 号 

佐土原３丁目 

第７号線 東区佐土原３丁目４５４番１７ 地先 
 

東区佐土原３丁目３４６４番１７ 地先 
議第 ８２ 号 

佐土原３丁目 

第８号線 東区佐土原３丁目３４６４番１３ 地先 
 

東区桜木４丁目１６７番６ 地先 
議第 ８３ 号 

桜木４丁目 

 第２７号線 東区桜木４丁目１６７番２１ 地先 
 

東区画図町大字所島２８８番１０ 地先 
議第 ８４ 号 

所島 

 第２４号線 東区画図町大字所島２８７番１ 地先 
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起      点 
議案番号 路 線 名 

終      点 

重要な 

経過地 

東区画図町大字所島２８７番３ 地先 
議第 ８５ 号 

所島 

 第２５号線 東区画図町大字所島２８７番９ 地先 
 

南区御幸木部３丁目１６８５番６ 地先 
議第 ８６ 号 

御幸木部３丁

目 

 第３号線 南区御幸木部３丁目１７０８番 地先 
 

南区御幸木部３丁目１６８８番８ 地先 
議第 ８７ 号 

御幸木部３丁

目 

 第４号線 南区御幸木部３丁目１６８５番１ 地先 
 

南区御幸西２丁目６６９番８ 地先 
議第 ８８ 号 

御幸西２丁目 

 第２号線 南区御幸西２丁目６６９番１３ 地先 
 

南区御幸笛田町１２３８番１６ 地先 
議第 ８９ 号 

御幸笛田町 

 第２号線 南区御幸笛田町１２４０番４ 地先 
 

南区近見６丁目９９１番２１ 地先 
議第 ９０ 号 

近見６丁目 

 第２号線 南区近見６丁目９９１番１４ 地先 
 

南区近見６丁目９９１番２１ 地先 
議第 ９１ 号 

近見６丁目 

 第３号線 南区近見６丁目９９１番２０ 地先 
 

南区近見６丁目９９５番３ 地先 
議第 ９２ 号 

近見６丁目 

 第４号線 南区近見６丁目９９５番８ 地先 
 

南区野口３丁目１１７２番８ 地先 
議第 ９３ 号 

野口３丁目 

 第２号線 南区野口３丁目１１７２番４ 地先 
 

東区戸島５丁目３９４０番６ 地先 
議第 ９４ 号 

戸島５丁目 

 第２号線 東区戸島５丁目３９３５番１ 地先 
 

東区戸島５丁目３７番１５ 地先 
議第 ９５ 号 

戸島５丁目 

 第３号線 東区戸島５丁目３７番８ 地先 
 

東区小山１丁目２７８番４ 地先 
議第 ９６ 号 

小山１丁目 

 第３号線 東区小山１丁目２７８番１３ 地先 
 

東区小山３丁目５６３番１６ 地先 
議第 ９７ 号 

小山３丁目 

 第２号線 東区小山３丁目５６３番５ 地先 
 

東区上南部２丁目１４５６番７ 地先 
議第 ９８ 号 

上南部２丁目 

 第９号線 東区上南部２丁目１４５６番１１ 地先 
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起      点 
議案番号 路 線 名 

終      点 

重要な 

経過地 

東区長嶺南７丁目１５５１番２１ 地先 
議第 ９９ 号 

長嶺南７丁目 

 第１０号線 東区長嶺南７丁目１５５１番２４ 地先 
 

北区梶尾町１１２４番２０ 地先 
議第１００号 

梶尾町 

 第１０４号

線 北区梶尾町１１２４番１１ 地先 
 

北区梶尾町１１２４番１０ 地先 
議第１０１号 

梶尾町 

 第１０５号

線 北区梶尾町１１２４番１ 地先 
 

北区飛田２丁目８１３番５ 地先 
議第１０２号 

飛田２丁目 

 第２号線 北区飛田２丁目８１３番１０ 地先 
 

南区城南町下宮地１３番１４ 地先 
議第１０３号 

下宮地 

 第１号線 南区城南町下宮地１３番２３ 地先 
 

中央区黒髪６丁目８０５番５ 地先 
議第１０４号 

黒髪６丁目 

 第３２号線 中央区黒髪６丁目７８９番 地先 
 

北区高平２丁目６８６番３ 地先 
議第１０５号 

高平２丁目 

 第３１号線 北区高平２丁目６７７番１６ 地先 
 

東区月出４丁目２４８４番４３２ 地先 
議第１０６号 

月出４丁目 

 第２号線 東区月出４丁目２６９７番３ 地先 
 

北区西梶尾町４８８番１ 地先 
議第１０７号 

西梶尾町 

 第１６号線 北区西梶尾町４９１番３ 地先 
 

中央区神水本町８９５番 地先 
議第１０８号 

神水本町 

 第２３号線 中央区神水本町９３３番 地先 
 

南区白藤５丁目９３９番 地先 
議第１０９号 

白藤５丁目 

 第１号線 南区白藤５丁目８７６番１ 地先 
 

東区新南部２丁目６０８番３ 地先 
議第１１０号 

新南部２丁目 

 第２号線 東区新南部２丁目５６８番１１ 地先 
 

東区新南部１丁目５５７番２ 地先 
議第１１１号 

新南部１丁目 

 第１号線 東区新南部１丁目５６６番８ 地先 
 

東区戸島町１５９９番１ 地先 
議第１１２号 

戸島町 

 第１３９号

線 東区戸島町１５４８番 地先 
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起      点 
議案番号 路 線 名 

終      点 

重要な 

経過地 

東区戸島町１５６０番 地先 
議第１１３号 

戸島町 

 第１４０号

線 東区戸島町１４８９番 地先 
 

東区戸島町１５７７番１ 地先 
議第１１４号 

戸島町 

 第１４１号

線 東区戸島町１５６１番 地先 
 

  

 （提出理由） 

  次の事由に伴う市道認定について、道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条

第２項の規定に基づき、市議会の議決を求める必要がある。 

  これが、この議案を提出する理由である。 

  (1) 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３９条の規定に基づく管理帰属 

  (2) 地元要望 

(3) 一部払下げ 

(4) 河川改修 

(5) 管理引継 
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